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 別添１ 

（仮称）新城・設楽風力発電事業 計画段階環境配慮書についての知事意見 

風力発電事業は、再生可能エネルギーの導入・普及に資するものであり、地球温暖

化対策の観点からは望ましいものであるが、周辺の生活環境及び自然環境に十分配慮

して事業を実施することが重要である。このため、事業者は、以下の事項について十

分に検討した上で、事業計画を策定するとともに、環境影響評価方法書（以下「方法

書」という。）以降の図書を作成する必要がある。 

１ 全般的事項 

（１）事業実施想定区域（以下「区域」という。）及びその周辺の一部は、愛知高原

国定公園の第３種特別地域に指定されており、国定公園の特別地域については環

境保全の観点から風力発電機の新築等に対する許可基準が示されている。 

このため、国定公園管理者等の関係機関と十分に調整を行い、対象事業実施区

域の設定及び本事業の事業計画の検討について当該基準を踏まえて適切に実施

した上で、方法書以降の環境影響評価手続を実施すること。当該基準を満たすこ

とができない場合は、国定公園の第３種特別地域内の風力発電機の設置を回避す

ること。

（２）区域及びその周辺の一部は、水環境、生態系の保全等に関して地域において重

要な機能を有する水源かん養保安林及び土砂流出防備保安林に指定されている。 

このため、関係機関と十分に調整を行い、対象事業実施区域の設定及び本事業

の事業計画の検討を適切に実施し、保安林指定区域における樹木の伐採、土地の

改変等をできる限り回避すること等により、当該機能の維持を図ること。

（３）方法書においては、対象事業実施区域の設定経緯及びその内容について丁寧に

記載すること。また、風力発電機の配置計画や工法、交通ルート等の工事に関す

る事項をできる限り具体的に記載すること。 

（４）事業計画の検討に当たっては、重大な環境影響を回避、低減する観点から、国

内外の環境の保全に関する最新の知見を踏まえるとともに、計画段階配慮事項に

係る環境影響の重大性の程度を整理し、風力発電機の規模及び配置を慎重に検討

すること。 
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２ 騒音及び風車の影

区域の周辺に住宅が存在しており、一部の住宅については、複数の区域に囲まれ

ていることから、施設の稼働に伴う騒音及び風車の影による生活環境への影響が懸

念される。 

このため、風力発電機をできる限り住宅から離隔するなど、生活環境への影響に

配慮した事業計画とするとともに、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」

（平成 29 年５月、環境省）、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（平

成 29 年５月、環境省）等に基づき、適切な調査、予測及び評価の手法を検討する

こと。 

３ 水質 

区域及びその周辺には、複数の河川が存在しており、水道用水の水源となってい

る河川も存在していることから、工事の実施に伴う水環境への影響が懸念される。

このため、関係機関に水道用水の取水地点の位置を確認の上、取水する河川から

土地の改変区域までの距離を確保するとともに、仮設沈砂池の設置等により土砂や

濁水の流出等を最小限に抑える等、水環境への影響に配慮した事業計画とすること。 

４ 動物 

（１）鳥類 

区域にはクマタカ、イヌワシ、サシバ、ミゾゴイ等の重要な種が生息している

可能性があり、また、区域及びその周辺は、ハチクマ等の鳥類の渡りルートとな

っている可能性があることから、施設の稼働に伴う鳥類の風力発電機への衝突事

故や移動経路の阻害等による鳥類への影響が懸念される。 

このため、専門家等の指導・助言を得ながら、鳥類への影響に配慮した事業計

画とするとともに、適切な調査、予測及び評価の手法を検討すること。なお、調

査については、飛翔軌跡、飛翔高度、餌場等への移動経路及び渡りの経路等の記

録が重要となることに十分に留意して、適切な調査の手法を検討すること。また、

夜間調査の実施についても検討すること。 
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（２）両生類 

区域には重要な種であるミカワサンショウウオが生息している可能性がある

ことから、工事中の濁水及び地形改変等によるミカワサンショウウオへの影響が

懸念される。 

このため、専門家等の指導・助言を得ながら、ミカワサンショウウオへの影響

に配慮した事業計画とするとともに、適切な調査、予測及び評価の手法を検討す

ること。 

５ 景観 

区域及びその周辺は山岳等自然景観を有し、その一部は愛知高原国定公園の第３

種特別地域に指定されている。また、区域周辺の国定公園内には主要な眺望点が存

在している。これらのことから、施設の存在に伴う景観への影響が懸念される。 

このため、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価の手法の検討に当たって

は、当該国定公園及び施設の管理者、関係自治体、地域住民、利用者等の意見を聴

取すること。その上で風力発電機の規模、配置及び色彩を検討し、景観への影響に

配慮した事業計画とすること。 

特に、国定公園の第３種特別地域に風力発電機の設置をする場合は、国定公園内

の主要な眺望点からの眺望の著しい妨げにならず、かつ山稜線を分断するなど眺望

の対象に著しい支障を及ぼさないようにすること。 

６ その他 

（１）風力発電事業の適切な実施のためには、地域との適切なコミュニケーションの

確保や環境配慮、関係法令の遵守等を通じた地域との共生を進めていくことが重

要であることから、地域住民、関係機関等に対し、事業計画、環境配慮等につい

て、丁寧かつ十分な説明を行うこと。

（２）方法書以降の図書の作成に当たっては、住民等の意見に配慮するとともに、分

かりやすい図書となるよう努めること。 

（３）インターネットの利用により公表する図書について、印刷できるようにするこ

とや、縦覧期間後も引き続き閲覧できるようにすることなど、住民等の理解促進

及び利便性の向上に努めること。 
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